
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

企

業

局

】

○

岡

山

県

公

営

企

業

に

従

事

す

る

企

業

職

員

の

給

総

務

企

画

課

与

の

額

及

び

支

給

方

法

に

関

す

る

規

程

の

一

部

を

改

正

す

る

規

程

○

岡

山

県

企

業

局

職

員

就

業

規

則

の

一

部

を

改

正

〃

す

る

規

程

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

【

人

事

委

員

会

】

○

職

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

人

事

委

員

会

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

職

員

特

殊

勤

務

手

当

支

給

規

則

の

一

部

〃

を

改

正

す

る

規

則

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

岡

山

県

公

報

平成２９年９月２９日 号 外



◎
岡
山
県
企
業
管
理
規
程
第
七
号

岡
山
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
の
額
及
び
支
給
方
法
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

岡
山
県
公
営
企
業
管
理
者

佐

藤

一

雄

岡
山
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
の
額
及
び
支
給
方
法
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程

岡
山
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
の
額
及
び
支
給
方
法
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十

九
年
岡
山
県
営
電
気
事
業
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
六
項
第
一
号
中
「
堤
防
」
の
下
に
「
そ
の
他
公
営
企
業
管
理
者
が
定
め
る
事
業
用
施
設
」

を
加
え

「
事
業
用
施
設
の
」
を
削
る
。

、

附
則
第
三
項
第
二
号
中
「
及
び
第
六
項
」
を
削
る
。

附
則
第
四
項
第
四
号
中
「
内
に
」
を
「
そ
の
他
の
放
射
線
に
よ
る
人
体
へ
の
影
響
を
防
止
す
る
よ
う

に
設
計
さ
れ
た
施
設
（
公
営
企
業
管
理
者
が
定
め
る
施
設
を
除
く

）
内
に
」
に
改
め
る
。

。

附
則
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
削
り
、
附
則
第
九
項
中
「
及
び
第
七
項
各
号
」
及
び
「
及
び
第
六

項
」
を
削
り
、
同
項
を
附
則
第
六
項
と
す
る
。

附
則
第
十
項
中
「

附
則
第
八
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

」
を
削
り
、
同

（

。
）

項
を
附
則
第
七
項
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２９年９月２９日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
企
業
管
理
規
程
第
八
号

岡
山
県
企
業
局
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日

岡
山
県
公
営
企
業
管
理
者

佐

藤

一

雄

岡
山
県
企
業
局
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

岡
山
県
企
業
局
職
員
就
業
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
岡
山
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

延
長

又
は

延
長

が
必

要
な

又
は

非
常

勤
職

員
の

２

様
式
第
十
一
号
中
「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

、

，
」
に
改
め
る
。

歳
ま

で
の

子
の

育
児

休
業

が
必

要
な

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２９年９月２９日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
九
号

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日岡

山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

義

郎

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
三
第
一
号
中
「
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
九
条
第
一

項
に
規
定
す
る
保
育
所
若
し
く
は
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
に

お
け
る
保
育
又
は
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
」
を
「
保
育
所

等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
児
童
福
祉
法
」
の
下
に
「

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号

」

（

）

を

「
）
を
含
む
」
の
下
に
「
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
」
を

「
者
を
含
む
」
の
下
に
「
。
同
条
に
お

、

、

い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
条
例
第
二
条
の
四
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
）

条
例
第
二
条
の
四
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合

第
二
条
の
四

と
す
る
。

一

育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
保
育
所
等
に
よ
る
保
育
の
利
用
を
希
望
し
、
申
込
み

を
行
っ
て
い
る
が
、
当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日
後
の
期
間
に
つ
い
て
、
当
面
そ
の
実
施
が
行

わ
れ
な
い
場
合

二

常
態
と
し
て
育
児
休
業
の
承
認
に
係
る
子
を
養
育
し
て
い
る
当
該
子
の
親
で
あ
る
配
偶
者
で
あ

っ
て
当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日
後
の
期
間
に
つ
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
予
定

で
あ
っ
た
も
の
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
場
合

イ

死
亡
し
た
場
合

ロ

負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
困

難
な
状
態
に
な
っ
た
場
合

ハ

当
該
子
と
同
居
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合

ニ

六
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
週
間
）
以
内
に
出
産
す
る
予
定
で
あ
る
場

合
又
は
産
後
八
週
間
を
経
過
し
な
い
場
合

様
式
第
一
号
中
「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に

「

」

再
度

再
度

延
長

又
は

延
長

が
必

要
な

、

、

、
，

，

平成２９年９月２９日　岡山県公報　号外



を
「

」
に
改
め
る
。

又
は

非
常

勤
職

員
の

２
歳

ま
で

の
子

の
育

児
休

業
が

必
要

な

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２９年９月２９日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
号

岡
山
県
職
員
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
九
日岡

山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

森

義

郎

岡
山
県
職
員
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
職
員
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
）
の
規
定
に
基
づ
く
」
を
「
）
第
二
十
条
の
」
に

「
の
規
定
に
基
づ
く
同
項

、

に
規
定
す
る
」
を
「
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
」
に

「
同
条
第

、

一
項
」
を
「
条
例
第
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
六
項
第
五
号
中
「
及
び
第
七
項
各
号
」
を
削
る
。

附
則
第
三
項
中
「
、
新
事
務
棟
及
び
新
事
務
本
館
」
を
「
そ
の
他
の
放
射
線
に
よ
る
人
体
へ
の
影
響

を
防
止
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
施
設
（
人
事
委
員
会
が
定
め
る
施
設
を
除
く

」
に
改
め
る
。

。
）

附
則
第
四
項
中
「
及
び
第
八
項
各
号
」
及
び
「
及
び
第
七
項
」
を
削
る
。

「
（

。
）
」

。

附
則
第
五
項
中

条
例
附
則
第
九
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

を
削
る

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２９年９月２９日　岡山県公報　号外


